
芦市保第 2861 号 

令和６年１０月３０日 

芦屋市国民健康保険運営協議会会長 木村 真 様 

芦屋市長 髙島 崚輔 

芦屋市国民健康保険条例施行規則第２条の規定により、次のとおり諮問します。 

記 

１ 諮問の内容 

 芦屋市国民健康保険条例施行規則第２０条に規定する無給付報奨金は、『単に医

療機関を受診しなかったことをもって評価することは厳に慎むこと』という国

のインセンティブの考え方と乖離があり、データ分析の結果、対象者の健康意

識や医療費抑制効果が低く、健康増進につながっていると言えないため、廃止

する。 

２ 適用  

令和７年度の支給までとする。 

以 上 


